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発行 １５．１１．１１ 
 
      ＪＲ東労組 業務部 

１．京浜東北・根岸線の安全性、輸送品質及び異常時対応能力の向上を図るため、下十条運転区の一部機

能を維持し、下記の対策を実施すること。 

⑴夕通勤帯における車両運用を 69編成に戻すこと。 

 

 

２．最も輸送量が多い赤羽～蒲田駅間の重要性を踏まえ、新設される大田運輸区(仮称)の体制を強化すること。 

 

３．横浜運輸区（仮称）が設置される磯子地区については、大規模地震、津波、コンビナート火災等のあらゆる

災害を想定した安全対策を確実に実施すること。また、災害が発生した場合は、磯子地区に従事する全社員

の避難を最優先におこなうこと。 

①18 時台の列車が１本増発し混雑率緩和 
（１８時台の乗車率は改正前と同等に戻る） 

②現行列車の行先を延伸し混雑率緩和 

〈理由〉ダイヤ改正で本数見直しを行い、乗車率向上は当初
から見込んでいた。ダイヤ改正後の乗車率は会社の
想定の範囲内であったが、申 12号での議論を踏ま
え、１８時台の混雑率緩和が必要だと判断した。 

 

〈理由〉要求について検討したが、申 12号での指
摘（南浦和入区待ち、大宮駅先行閉そく）
の事実は無く、改正に伴い問題が発生して
いる認識はない。 

 

東十条駅構内の留置車両をゼロにする選択肢

もあったが、ゼロにすることで指摘の状況にな

る恐れがあるため、現行留置本数（昼 2 本、

夜 9本）を維持することとした。 

【68編成になることでの効果】 

⑵下十条運転区の日中時間帯における車両留置数を見直すこと。 

理

由 

最も輸送量が多い赤羽～蒲田駅間に関する議論経過を踏まえ、
輸送障害時における鶴見、蒲田、東十条、赤羽、南浦和でのス
ムースな折り返し運転や、線区の中心に位置する蒲田が乗務員
操配のポイントとなる大田運輸区(仮称)の体制を強化する。 

① 災害発生時、全社員が避難を「最優先」にする！ 
② 乗泊からの高台避難のために、線路を横断する避難通路を整備する！ 
③ 電留線、乗泊の対策は時間を要するため、 

計画を立て実施可能なものから順次行う！ 

【申 14号で示された施策実施後の業務量】 

さいたま運転区 ➡ 運転士 103 枠   

さいたま車掌区 ➡ 車 掌 60 枠 

大田運輸区(仮称) ➡ 運転士 71 枠・車 掌 69 枠 

 

横 浜運輸区(仮称) ➡ 運転士 49 枠・車 掌 63 枠 

相模原運輸区(仮称) ➡ 運転士 76 枠・車 掌 69 枠 

 


